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Ⅷ 各種免許資格の取得 

 

Ⅷ－Ａ 教育職員免許状の取得 

 学校教育法に定められた小学校・中学校・高等学校などの教員になるためには、教育職員免許状が

必要です。教育職員免許状は、教育職員免許法および教育職員免許法施行規則に定める所定の単位を

修得し、各都道府県の教育委員会に申請した者に授与されます。 

 本学において取得可能な教育職員免許状の種類と履修の方法とは、千葉大学学則第５３条および各

学部の「履修案内」「学生手帳」等に記載されています。教育職員免許状の取得を希望する者は、それ

ぞれ所属する学部の「履修案内」「学生手帳」等に従って履修を進めて行くこととなります。ここには

全般的な注意事項を挙げておきます。 
 

１）教育職員免許状を取得するには、以下の条件を満たしていなければなりません。 

ａ）学士の学位を有すること。 

ｂ）日本国憲法に関する科目、スポーツ・健康科目、外国語に関する科目、および情報機器の操作に

関する科目をそれぞれ２単位以上修得していること。 

ｃ）専門教育科目として、取得する免許の種類に応じた「教科に関する科目」および「教職に関す

る科目」の所定の単位を修得していること。 

２）専門教育科目の「教科に関する科目」は、学部・学科ごとに指定されていますので、各学部の「履

修案内」「学生手帳」等を参照してください。 

３）専門教育科目の「教職に関する科目」については、教育学部で、教育学部以外の学生を対象とし

た授業が行われている場合があります。教育学部以外の学生は、指定に従って授業を履修してくだ

さい。なお、取得する免許の教科によっては、その教科の教科教育法を開設している学部もありま

すので、履修にあたっては各学部の「履修案内」「学生手帳」等を参照してください。 

４）「教職に関する科目」のうち、教育実習は、各学部が責任をもって実施しています。特に、教育実

習をするためには、前提となる諸条件が定められていますので、各学部の指示に従い、十分に注意

して履修してください。 

５）専門教育科目として履修した「教科に関する科目」および「教職に関する科目」は、卒業に必要

な普遍教育科目の単位とすることはできません。また、これらの科目は、教育学部生以外では卒業

要件に含めることができない単位となっている場合がありますので、「履修案内」「学生手帳」等で

確認してください。 

６）小学校および中学校の教育職員免許状の取得を希望する学生には、「介護等の体験」が義務づけら

れています。その実施方法については、各学部の指示に従ってください。 
 

千葉大学学則第５３条抜粋 

第５３条 本学の学部において、教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）及び教育職員免許

法施行規則（昭和２９年文部省令第２６号）に定める所要の単位を修得した者が取得できる教育

職員免許状及び免許教科の種類は、次のとおりとする。 

学 部 学 科（課程） 免  許  状 免 許 教 科 

行動科学科 
中 学 校 教 諭 一 種 免 許 状

高 等 学 校 教 諭 一 種 免 許 状

社会 

公民 

史学科 
中 学 校 教 諭 一 種 免 許 状

高 等 学 校 教 諭 一 種 免 許 状

社会 

地理歴史 

日本文化学科 
中 学 校 教 諭 一 種 免 許 状

高 等 学 校 教 諭 一 種 免 許 状

国語 

国語 

文 学 部 

国際言語文化学科 
中 学 校 教 諭 一 種 免 許 状

高 等 学 校 教 諭 一 種 免 許 状

英語、ドイツ語、フランス語

英語、ドイツ語、フランス語
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学 部 学 科（課程） 免  許  状 免 許 教 科 

小学校教員養成課程 

中学校教員養成課程 

特別支援教育教員養成課程 

幼稚園教員養成課程 

養護教諭養成課程 

 

小 学 校 教 諭 一 種 免 許 状

中 学 校 教 諭 一 種 免 許 状

 

 

高 等 学 校 教 諭 一 種 免 許 状

 

 

 

特別支援学校教諭一種免許状

幼 稚 園 教 諭 一 種 免 許 状

養 護 教 諭 一 種 免 許 状

 

国語、社会、数学、理科、音

楽、美術、保健体育、保健、

家庭、英語、技術 

国語、地理歴史、公民、数学、

理科、音楽、美術、工芸、書

道、保健体育、保健、家庭、

情報、工業、英語 

 

 

 

スポーツ科学課程 
中 学 校 教 諭 一 種 免 許 状

高 等 学 校 教 諭 一 種 免 許 状

保健体育 

保健体育 

教育学部 

生涯教育課程 
中 学 校 教 諭 一 種 免 許 状

高 等 学 校 教 諭 一 種 免 許 状

社会 

地理歴史、公民 

法学科 
中 学 校 教 諭 一 種 免 許 状

高 等 学 校 教 諭 一 種 免 許 状

社会 

公民 

経済学科 
中 学 校 教 諭 一 種 免 許 状

高 等 学 校 教 諭 一 種 免 許 状

社会 

公民 

法経学部 

総合政策学科 
中 学 校 教 諭 一 種 免 許 状

高 等 学 校 教 諭 一 種 免 許 状

社会 

公民 

数学・情報数理学科 
中 学 校 教 諭 一 種 免 許 状

高 等 学 校 教 諭 一 種 免 許 状

数学 

数学、情報 

物理学科 
中 学 校 教 諭 一 種 免 許 状

高 等 学 校 教 諭 一 種 免 許 状

理科 

理科 

化学科 
中 学 校 教 諭 一 種 免 許 状

高 等 学 校 教 諭 一 種 免 許 状

理科 

理科 

生物学科 
中 学 校 教 諭 一 種 免 許 状

高 等 学 校 教 諭 一 種 免 許 状

理科 

理科 

理 学 部 

地球科学科 
中 学 校 教 諭 一 種 免 許 状

高 等 学 校 教 諭 一 種 免 許 状

理科 

理科 

看護学部 看護学科 養 護 教 諭 一 種 免 許 状  

建築学科 高 等 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 工業 

都市環境システム学科 高 等 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 工業 

デザイン学科 
中 学 校 教 諭 一 種 免 許 状

高 等 学 校 教 諭 一 種 免 許 状

美術 

美術、工業 

機械工学科 高 等 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 工業 

メディカルシステム工学科 高 等 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 工業 

電気電子工学科 高 等 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 情報、工業 

ナノサイエンス学科 
中 学 校 教 諭 一 種 免 許 状

高 等 学 校 教 諭 一 種 免 許 状

理科 

理科 

共生応用化学科 
高 等 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 理科（平成２０年度入学から適用）

工業 

画像科学科 高 等 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 工業 

工 学 部 

情報画像学科 高 等 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 情報、工業 

園芸学部 

 
園芸学科 

中 学 校 教 諭 一 種 免 許 状

高 等 学 校 教 諭 一 種 免 許 状

理科 

理科、農業 
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応用生命化学科 
中 学 校 教 諭 一 種 免 許 状

高 等 学 校 教 諭 一 種 免 許 状

理科 

理科、農業 

緑地環境学科 
中 学 校 教 諭 一 種 免 許 状

高 等 学 校 教 諭 一 種 免 許 状

理科 

理科、農業 

 

 

 

食料資源経済学科 高 等 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 農業 

 

Ⅷ－Ｂ 学芸員資格の取得 

１）博物館法に基づき、博物館・美術館等において、資料の収集・保管・展示・調査・研究などの専

門的事項を担当する専門職を学芸員と呼びます。学芸員の資格は、学士の学位を持つ者で大学にお

いて博物館に関する科目の単位を修得した者に与えられます。ただし、学芸員の資格はこれ以外の

方法によっても取得できますので詳しくは博物館法を参照してください。 

２）大学において博物館に関する科目の単位を修得した者には、学芸員の資格が発生します。特に学

芸員資格証明書は交付されません。学芸員資格を明らかにする必要がある場合には、大学が発行す

る卒業証明書及び博物館に関する科目の単位修得証明書をもってこれに当てることになります。 

３）博物館に関する科目の履修方法 

 大学において履修すべき「博物館法」に関する科目と単位は、生涯学習概論１単位、博物館概論

２単位、博物館資料論２単位、博物館経営論１単位、博物館情報論１単位、教育学概論１単位、視

聴覚教育メディア論１単位、博物館実習３単位の合計１２単位です。本学でこれらに対応する科目

は、複数の学部等で開講されていますので、よく注意してください。本学において開講されている

科目との関係は、次の表に示したとおりです。 

単 位 
「博物館法」科目 単位 本学で開講されている授業科目 

教育 教育以外 

開講担当

学  部

生涯学習概論※  １ 
社会教育概論（教育学部の学生） 

生涯学習概論（教育学部以外の学生） 

４  

  ２ 
教育学部

博物館概論 

博物館資料論 

博物館情報論 

博物館経営論 

 ２ 

 ２ 

 １ 

 １ 

博物館概論 

博物館資料論(A～D から 1 科目：D は隔年) 

博物館情報・経営論 

２ 

２
 

 
２ 

２ 

２
 

 
２ 普遍教育

教育学概論  １ 
社会と教育又は学校と教育（教育学部の学生）

教育制度論又は教育学概論（教育学部以外の学生）

２  

２ 
教育学部

視聴覚教育メディア論  １ 
視聴覚教育メディア論（教育学部以外の学生）

視聴覚教育（メディアと教育）（教育学部の学生）

 

２ 

  ２ 

 

普遍教育

教育学部

博物館実習  ３ 

［下記科目の内から１科目］ 

博物館実習Ａ（自然史系・環境科学系） 

博物館実習Ｂ（美術系） 

博物館学実習（歴史系） 

ナチュラルヒストリー（自然史系） 

博物館実習（環境科学系） 

 

３ 

３ 

３ 

３ 

３ 

 

  ３ 

  ３ 

３ 

３ 

３ 

 

普遍教育

普遍教育

文学部 

理学部 

園芸学部

535 計 １２ 計 １７  １５  

※ 博物館法科目「生涯学習概論」（１単位）に対して開講する本学の科目は、教育学部の学生は「社

会教育概論」（４単位）、教育学部以外の学生は「生涯学習概論」（２単位）を受講してください。 
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４）博物館実習については、特に以下の注意が必要です。 

ａ）博物館実習を履修できる者は、博物館概論、博物館資料論（Ａ～Ｄの内から１科目）、博物館情

報・経営論をあわせて６単位を履修済みの学生です。 

ｂ）歴史系の博物館実習は、文学部で開講されている学内実習・観察実習（各１単位）を３年次で

履修した後、博物館実習（１単位）を４年次で履修してください。 

ｃ）自然史系、美術系、環境科学系の博物館実習は、３～４年次に普遍教育科目の博物館実習Ａな

いしＢ（系によって指定）、あるいは学部で開設される博物館実習（理学部ではナチュラルヒスト

リー）を履修してください。 

ｄ）博物館実習には、実習経費、謝金が必要となることがあります。 

ｅ）博物館実習については、歴史系は文学部が、自然史系は理学部が、環境科学系は園芸学部が、

そして美術系は教育学部が担当していますので、申込手続きなど、各学部の履修案内を参照して

ください。 

ｆ）博物館実習Ａ（自然史系・環境科学系）は毎年１０月頃に、次年度の実習のガイダンス及び実

習の割り振りを行います。ガイダンスの日程は、普遍教育（総合校舎）・理学部・園芸学部・教育

学部・工学部に掲示されます。１０月頃の割り振りのガイダンス以前に、説明会を西千葉及び松

戸で１回ずつ行います。履修を希望する学生は必ずどちらかに出席してください。また割り振り

のガイダンスに必ず出席してください。 

 



文 理 園

４ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ３ ３ ３ ３ ３
／ △ ／ △ ／ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △

／ △ ／ △ ／ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ △ △

／ △ ／ △ ／ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △

／ △ ／ △ ／ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △

△ ／ ◎ ／ △ △ △ △ ／ △ △ △ △ △

◎ ／ ◎ ／ △ △ △ △ ／ △ △ △ △ △

△ ／ ◎ ／ △ △ △ △ ／ △ △ △ △ △

△ ／ ◎ ／ △ △ △ △ ／ △ △ △ △ △

△ ／ ◎ ／ △ △ △ △ ／ △ △ △ △ △

△ ／ △ ／ △ △ △ △ ／ △ △ △ △ △

◎ ／ ◎ ／ △ ◎ ◎ ◎ ／ △ △ △ △ △

／ ／ ／

／ ／ ／

／ ／ ／

／ ／ ／ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ／ △ ／

／ ／ ／ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ／ △ ／

／ ／ ／ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ／ △ ／

／ ／ ／ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ／ △ ／

／ ／ ／ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ／ △ ／

医 ／ ○ ／ ○ ／ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

薬 ／ ／ ／

看 ／ ／ ／ ○ ○ ○ ○ ○ ○

／ ／ ／ ○ ○ ○ ○ ○ ○

／ ／ ／ ○ ○ ○ ○ ○ ○

／ ／ ／ ○ ○ ○ ○ ○ ○

／ ／ ／ ○ ○ ○ ○ ○ ○

／ ／ ／ ○ ○ ○ ○ ○ ○

／ ／ ／ ○ ○ ○ ○ ○ ○

／ ／ ／ ○ ○ ○ ○ ○ ○

／ ／ ／ ○ ○ ○ ○ ○ ○

／ ／ ／ ○ ○ ○ ○ ○ ○

／ ／ ／ ○ ○ ○ ○ ○ ○

／ ／ ／ ○ ○ ○ ○

／ ／ ／ ○ ○ ○ ○

／ ／ ／ ○ ○ ○ ○

／ ／ ／ ○ ○ ○ ○

○；

◎；

△；

／；

普遍教育科目の教養展開科目として卒業要件単位に加算されます。

園
芸

食料資源系税学科

工
学
部

建築学科

都市環境システム学科

デザイン学科

機械工学科

情報画像学科

電気電子工学科

履修不可とします。

空白；

自由選択科目として扱い卒業要件単位に加算されます。

取得しても卒業要件単位には加算されません。

各学部・学科・課程等の専門教育科目の専門科目として卒業要件単位に加算されます。

緑地環境学科

◎

総合政策学科　　　　　　　　　　　　　　　　　

経済学科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

教育学部開講
選択(１科目選択)

視
聴
覚
教
育
メ
デ
ィ
ア
論

（
教
育
以
外
の
学
生

）

博
物
館
実
習
Ａ

（
自
然
史
系
・
環
境
科
学
系

）

博
物
館
概
論

博
物
館
情
報
・
経
営
論

社
会
教
育
概
論

（
教
育
学
部
の
学
生

）

生
涯
学
習
概
論

（
教
育
学
部
以
外
の
学
生

）

教
育
制
度
論
又
は
教
育
学
概
論

（
教
育
学
部
以
外
の
学

視
聴
覚
教
育

（
メ
デ
ィ
ア
と
教
育

）
（
教
育
の
学
生

）

△

化学科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

幼稚園教員養成課程　　　　　　　　　　　　

△△／ ／ △
(総合分野・教育心理分野以外）

△

取得しても卒業要件単位には加算されません。

応用生命化学科

園芸学科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

／△ △△

養護教諭養成課程　　　　　　　　　　　　　　

スポーツ科学課程　　　　　　　　　　　　　　

生涯教育課程　　　　　　　　　　　　　　　　　

              授業科目及び単位

史学科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

国際言語文化学科　　　　　　　　　　　　　　

　学部・学科・課程等

文
学
部

行動科学科　　　　　　　　　　　　　　　　　　

日本文化学科　　　　　　　　　　　　　　　　　

教
育
学
部

小学校教員養成課程

医学科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

薬学科・薬科学科

法
経

中学校教員養成課程

中学校教員養成課程
　（総合教育分野・教育心理分野のみ）

生物学科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

特別支援教育教員養成課程　　　　　　　　

理
学
部

看護学科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

教育・文・理・園芸学部開講科目のうち、教育学Ⅰ
及び教育学Ⅱを除く、学部開放科目に指定されて
いる科目については、教養展開科目として卒業要
件単位に加算されます。

取得しても卒業要件単位には加算されません。

メディカルシステム工学科

ナノサイエンス学科

共生応用科学科

画像科学科

ナ
チ

ュ
ラ
ル
ヒ
ス
ト
リ
|

（
自
然
史
系

）

博
物
館
実
習

（
環
境
科
学
系

）

△ △

博
物
館
資
料
論
A
|
D

（
１
科
目
履
修

）

履修等に関する取り扱い

・教育学部以外の学生 15単位

博
物
館
実
習
Ｂ

（
美
術
系

）

博
物
館
学
実
習

（
歴
史
系

）

学芸員資格取得科目の各学部・学科・課程等の履修に関する取り扱い

必 修 科 目
普遍開講 普遍

※本学開講科目での学芸員
　 資格取得必要単位数

・教 育 学 部 の 学 生　17単位

本学開講の学芸員資格取得科目

社
会
と
教
育
又
は
学
校
と
教
育

（
教
育
の
学
生

）

              本学で開講されている

数学・情報数理学科　　　　　　　　　　　　　

物理学科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

地球科学科　　　　　　　　　　　　　　　　　　

法学科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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Ⅷ－Ｃ 司書資格の取得 

１）司書とは 

図書館法の規定に基づき、図書館において、図書、記録その他必要な資料の収集、整理、保

存、調査研究をし、一般公衆の利用に供することを目的とした専門的事務に従事する専門職で

す。公立図書館の勤務に必要な資格であるほか、それ以外の様々な図書館（例えば大学図書館

など）の勤務においても、実際に司書資格が求められています。 
 

２）司書の資格 

  司書の資格は、次のいずれかの要件を満たした者が取得することができます。 

① 大学又は高等専門学校を卒業した者で、大学が文部科学大臣の委嘱を受けて行う司書の

講習を修了したもの。 

② 大学を卒業した者で、大学において、図書館に関する科目を履修し、その単位を修得し

たもの。 

③ ３年以上司書補として勤務した経験を有する者で、大学が文部科学大臣の委嘱を受けて

行う司書の講習を修了したもの。 

  本学では、上記の②に基づき、司書の資格を取得することができます。 
 

３）本学での図書館に関する科目 

 本学では、図書館法施行規則第４条第２項の規定に基づき、同条第１項に定める司書となる

ために必要な科目（法令科目）に相当する授業科目として、次頁の授業科目が文部科学大臣よ

り平成１５年度（一部の科目は平成１２年度）から認定されています。 

 よって、次ページの本学開講科目のうち、文部科学大臣から法令科目に相当すると認定を受

けた平成１５年４月１日（一部の科目は平成１２年４月１日）以降に修得した単位が、司書資

格の取得に必要な単位の対象となります。 
 

４）図書館に関する科目の履修方法 

司書の資格の取得には、次頁の開講科目一覧表の左欄の法令科目上
．．．．．

において、甲群のすべて

の単位（１８単位）と乙群から２単位以上の、あわせて２０単位以上の修得が必要です。よっ

て、この条件を満たすように、法令科目に相当する本学開講科目の単位を修得しなければなり

ません。 

具体的には、本学の開講科目のうち、必修科目に区分されている授業科目のすべて（ただし、

＊の付いている授業科目はいずれかでよい）と、選択科目から最低２科目（法令科目において、

異なる区分に認定されているもの）を履修してください。 

資格取得に必要なすべての科目の履修には、概ね２ないし３年間を想定しています。履修方

法の詳細については、年度当初に行われる履修ガイダンスを受け指示に従ってください。 
 

５）その他 

・文学部以外の学生で、文学部開設科目を受講する場合は、他学部履修の手続きを所属学部の

学務担当の指示に従って行ってください。（教育学部以外の学生で、「生涯学習概論」を受講

する場合は、他学部履修の手続きは必要ありません。） 

・既に単位を修得した授業科目の再履修は認めません。従って、文部科学大臣から司書相当科

目として認定される以前に単位を修得した授業科目についても、司書資格取得を目的とする

再履修は認めません。 

・平成１２年４月１日から平成１５年３月３１日までの間に、文学部開設科目「言語文化情報

基礎演習ａ」２単位を修得した者は、法令科目の「情報検索演習」１単位に相当する単位を

修得したものと認められます。 

・司書資格の取得には、大学の卒業が求められるため、司書資格に必要なすべての単位を修得

した者で、単位取得の証明書を必要とするものは、所属学部の学務担当係に申請し、交付を

受けてください。なお、証明書は原則として一度しか交付しませんので原本は大切に保管し

てください。 
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○開講科目一覧表 

群 

図書館法施行規則第４条
第１項に定める司書資格
取得に必要な科目 

（法 令 科 目） 

法令の

単位数 

左記の科目に相当する
と認定された本学開講
科目 

法令の

単位数

文部科学
大臣認定
年度 

開 設 
学部等 

履 修 
年 次 

備  考 

社会教育概論* 4 12 年度 教育学部 2･3･4 教育学部生用
生涯学習概論 1 

生涯学習概論* 2 12 年度 教育学部 1･2･3･4 教育学部生以外

図書館概論 2 図書館概論 2 12 年度 普遍教育  1･2･3･4 全学部生用 

図書館経営論 1 

児童サービス論 1 
公共図書館経営論 2 15 年度 普遍教育 1･2･3･4 

全学部生用 

（隔年開講）

図書館サービス論 2 公共図書館サービス論 2 15 年度 普遍教育 1･2･3･4 
全学部生用 

（隔年開講）

情報サービス概説 2 情報サービス論 2 15 年度 文学部 2･3･4  

レファレンスサービス 
演習 

1 情報サービス演習 2 15 年度 文学部 3･4  

情報検索演習 1 情報検索演習 2 15 年度 文学部 3･4  

図書館資料論 2 図書館資料論 2 12 年度 普遍教育 1･2･3･4 
全学部生用 

（隔年開講）

専門資料論 1 学術情報論 2 15 年度 普遍教育 1･2･3･4 
全学部生用 

（隔年開講）

資料組織概説 2 資料・情報組織論 2 15 年度 文学部 2･3･4  

資料・情報組織演習 a 2 15 年度 文学部 3･4  

甲
群(

必
修) 

資料組織演習 2 
資料・情報組織演習 b 2 15 年度 文学部 3･4  

近世文学論 a 2 15 年度 文学部 2･3･4  
図書及び図書館史 1 

近世文学論 b 2 15 年度 文学部 2･3･4  

図像情報史学概説 a 2 12 年度 文学部  1･2  

図像情報史学概説 b 2 15 年度 文学部  1･2  

文書館学 a 2 15 年度 文学部 2･3･4 （隔年開講）
資料特論 1 

文書館学 b 2 15 年度 文学部 2･3･4 （隔年開講）

コミュニケーション論 1 社会心理学 b 2 15 年度 文学部 2･3･4  

視聴覚教育 
（メディアと教育） 

2 12 年度 教育学部 2･3･4 教育学部生用

視聴覚教育メディア論 2 12 年度 普遍教育 1･2･3･4 教育学部生以外
情報機器論 1 

人文情報学概論 2 15 年度 文学部 2･3･4  

大学図書館論 2 15 年度 文学部 2･3･4 （隔年開講）

乙
群(

選
択) 

図書館特論 1 
専門図書館論 2 15 年度 文学部 2･3･4 （隔年開講）

法令科目において資格取得の

ための最低単位数 
20 

 

 

注１：｢公共図書館経営論｣については、法令上の科目「図書館経営論」と「児童サービス論」の内容

を包含して１科目（２単位）として開講します。 
 

注２：「資料・情報組織演習」については、ａ･ｂの両方を履修する必要があります。 
 

注３：３年生以降での履修が想定されている演習科目については、「図書館概論」「情報サービス論」

「資料・情報組織論」および普遍教育で隔年開講されている甲群（必修）科目のうち２科目以

上の単位を修得していなければ原則として履修できません。 
 

注４：演習科目については、履修者が多い場合には受講生を制限することがあります。制限が必要と

なった場合には、その方法などについて別途通知します。 



教 普

／ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ 共 △ ◎ ／ ○ ◎

／ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ 基 ◎ △ ／ ○ 共

／ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ 共 △ △ ／ ○ 共

／ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ 共 △ △ ／ ○ 共

△ ／ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ／ △

◎ ／ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ／ △

◎ ／ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ／ △

法
経

／ ／

理
学

／ ○ ○ ○ ○ ○ ／ ○

医
学

／ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ／ ○ ○

薬
学

／ ／

看
護

／ ○ ○ ○ ○ ○ ／ ○

園
芸

／ ○ ○ ○ ○ ○ ／ ○

○；

◎；

△；

／；

△ ／ △

※乙群(選択科目)は、異なる
　区分(５区分)の内、２区分
　の中からそれぞれ１科目づ
　つ最低２科目を履修してく
　ださい。

  ※本学開講科目での図書
  　館司書資格取得必要単
  　位数

  ・教育学部以外の学生
  　２８単位

  ・教 育 学 部 の 学 生
  　３０単位

共；文学部共通科目の単位に
　　加算されます。

基；専門基礎科目の単位に加
　　算されます。

共

△ △ △ △△ △ △ △△ △ △ △△ △ △ △

履修不可とします。

空白；取得しても卒業要件単位には加算されません。

本学で開講されている

授業科目及び単位

中学校

総合教育分野･教
育心理分野以外

△ ／ △ △

文
学
部

行動科学科　　　　　　　

史学科　　　　　　　　　

日本文化学科　　　　　　

国際言語文化学科　　　　

△ △

△ △

△ △

△ △

△ △ ／ △△ △ △ △△ △ △ △△ △ △ △

／ ○

各学部・学科・課程等の専門教育科目の専門科目として卒業要件単位に加算されます。

自由選択科目として扱い卒業要件単位に加算されます。

○

工
学
部

全学科 ／ ○ ○

全学科

○ ○

２２２２ ２ ２ ２ ２ ２

普遍教育科目の教養展開科目として卒業要件単位に加算されます。

履修等に関する取り扱い
文学部開講普遍開講

２ ２２ ２ ２ ２

本学開講の図書館司書資格取得科目

教育
資
料
・
情
報
組
織
演
習
ａ

資
料
・
情
報
組
織
演
習
ｂ

図
書
館
資
料
論
（

全
学
部
生
用
）
（

隔
年
開
講
）

学
術
情
報
論
（

全
学
部
生
用
）
（

隔
年
開
講
）

社
会
教
育
概
論
（

教
育
学
部
の
学
生
）

生
涯
学
習
概
論
（

教
育
学
部
以
外
の
学
生
）

図
書
館
概
論
（

全
学
部
生
用
）

公
共
図
書
館
経
営
論
（

全
学
部
生
用
）
（

隔
年
開
講
）

看護学科

薬学科　　薬科学科

医学科

学部・学科・課程等

全学科

教
育
学
部 特別支援教育学校教員、幼

稚園教
員、養護教諭、スポーツ
科学、各課程

生涯教育課程　　　　　　

小学校教員養成課程

総合教育分野･教
育心理分野のみ

４ ２ ２

全学科

△ ／ △

△ △

△ △

△ △

△ △

○ ○

◎

◎ ◎ 共 △

共 共 基

共 共 共

２
科
目
の
内
１
科
目

２ ２

（

隔
年
開
講
）

（

隔
年
開
講
）

２２

共△

２２２

共 共

△ △

△ △

△ △

△ △

○ ○

共 △

△ △

△ △

△ △

○ ○

○

共

共 共

共 共

共

△ △

△ △

△

△△

○ ○

図書館司書資格取得科目の各学部・学科・課程等の履修等に関する取り扱い

２
科
目
履
修
す
る
こ
と

乙群（選択科目）最低２科目履修

文学部開講 文学部

４
科
目
の
内
１
科
目

大
学
図
書
館
論
（

隔
年
開
講
）

近
世
文
学
論
ａ

近
世
文
学
論
ｂ

公
共
図
書
館
サ
|

ビ
ス
論
（

全
学
部
生
用
）
（

隔
年
）

※授業科目の開講年度・時期は、年度ごとに異なるため、毎年度、開設学部等に確認のうえ、履修計画を立ててください。

甲群（必修科目）

教育・文学部開講科目のうち
学部開放科目に指定されてい
る科目については、教養展開
科目として卒業要件単位に加
算されます。

取得しても卒業要件単位には
加算されません。

取得しても卒業要件単位には
加算されません。

△

△

△

情
報
サ
|

ビ
ス
論

情
報
サ
|

ビ
ス
演
習

情
報
検
索
演
習

資
料
・
情
報
組
織
論

文
書
館
学
ａ
（

隔
年
開
講
）

文
書
館
学
ｂ
（

隔
年
開
講
）

図
像
情
報
史
学
概
説
ｂ

図
像
情
報
史
学
概
説
ａ

専
門
図
書
館
論
（

隔
年
開
講
）

視
聴
覚
教
育
（

メ
デ
ィ

ア
と
教
育
）
（

教
育
の
学
生
）

社
会
心
理
学
ｂ

視
聴
覚
教
育
メ
デ
ィ

ア
論
（

教
育
以
外
の
学
生
）

人
文
情
報
学
概
論

２
科
目
の
内
１
科
目

内１科目
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